
関係所管課等事前協議確認票 
 
【注意事項】 

※ 関係所管課等との協議の際は，老人福祉施設整備事業者の公募に申込む予定であることを伝え，応

募事業者名及び着工，整備完了見込時期を示した上で協議してください。 

※ 申込書類の敷地一覧表，計画地等の公図，地図，事業所の平面図・立面図・配置図，その他土地の

利用が分かる資料を持参の上，具体的に協議し，その結果を記載してください。（法令上の制限があ

り，その解除等が見込めない場合は，応募できません。） 

※ 同一敷地内で実施するサービス等（併設事業）がある場合は，併設事業に係る法令上の制限につい

ても漏れなく確認してください。 

１．関係所管課 

関係課名 
（グループ） 対象法令等 

協議日 
法令上の制限 

協議結果 
（条件や今後の協議・手続き内容と

条件等を満たす見通し） 市担当者名 

都市計画課 

（都市計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
都市計画法等 

月  日  □条件無 □条件有 

 □要協議（手続） 

 
  

都市計画課 

（開発指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
都市計画法等 

月  日 □条件無 □条件有

□要協議（手続） 
 

  

景観みどり課 

（都市景観ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
都市計画法等 

月  日 □条件無 □条件有

□要協議（手続） 
 

  

建築指導課 

（審査ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
建築確認申請等 

月  日 □条件無 □条件有

□要協議（手続） 

 
  

農業企画課 

(担い手・農地調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

農業振興地域の整

備に関する法律等 

月  日 □条件無 □条件有

□要協議（手続） 

 
  

農業委員会 

（農地調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
農地法等 

月  日 □条件無 □条件有

□要協議（手続） 

 
  

道路管理課 

（管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
道路法等 

月  日 □条件無 □条件有

□要協議（手続） 

 
 

上下水道局 
下水道管理課 

（管渠維持ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

公共下水道等 

月  日 
□条件無 □条件有

□要協議（手続）） 

 

  

上下水道局 
水質管理課 

（計画指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

合併処理 
浄化槽等 

月  日 
□条件無 □条件有

□要協議（手続） 

 

 

文化都市推進課 
(文化財保存活用ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

文化財保護法等 
月  日 □条件無 □条件有

□要協議（手続） 

 
  

消防局予防課 

（指導グループ） 
消防法等 

月  日 □条件無 □条件有

□要協議（手続） 

 
 

河川課 水防法等 
月  日 □条件無 □条件有

□要協議（手続） 

 
 

  
月  日 □条件無 □条件有

□要協議（手続） 

 
 

（その他の関係機関） 
県宇都宮土木事務所など国・県の関係所管課に確認が必要な場合には，表中の行を加えて国・県の機関名・課

名・担当者名を記載してください。 

２．福祉医療機構 

福祉審査課 
 月  日 

□融資予定あり 
□融資予定なし 

 

 

【別紙様式ｂ】 


